
 

船舶事故調査報告書 

令和６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１０月２８日 １１時１１分ごろ 

発生場所 大分県津久見市津久見港北方沖 

 津久見港千
ち

怒
ぬ

Ａ防波堤灯台から真方位２７７°６４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０５.３′ 東経１３１°５２.６′） 

事故の概要 貨物船第六十八かねと丸は、西南西進中、錨泊中の貨物船新
しん

常
つね

豊
とよ

丸

に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１１月１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 新常豊丸、４９８トン 

   １３６８１４、西瀧海運株式会社 

Ｂ 貨物船 第六十八かねと丸、４９８トン 

   １４３５２４、戸髙興産株式会社、津久見海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷及び右舷錨の脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、津久見港での積荷役作業開始

時刻まで時間調整を行う目的で、津久見港北方沖において錨泊するこ

ととし、船長Ａが船体の振れ回りがなく危険はないと判断して乗組員

を自室で休憩させ、船橋を無人とし黒色球形形象物を揚げて錨泊を開

始した。 

 Ａ船は、船首を北東方に向けて錨泊中、Ｂ船が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、船長Ｂが単独で操船し、津久

見港で積荷役を行う目的で、津久見港北東方沖を約１２.５ノットの

対地速力で西南西進した。 

船長Ｂは、船橋中央に立ち遠隔操舵により操船に当たり、津久見港

北東方沖にある黒島の東方沖で、船首を北東方に向けて錨泊している

Ａ船を船首方に視認した後、Ａ船まではもう少し距離があるので、双

眼鏡で着岸予定の岸壁や津久見港全体の岸壁を見ながら、同じ針路及

び速力で航行させた。 

船長Ｂは、双眼鏡を下ろしたところ、船首方約１００ｍにＡ船を視

認し、急いで機関を後進に入れて左舵を取ったものの、Ｂ船の右舷船



 

 

首部とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ｂは、両船の負傷者の有無及び両船の損傷状況を確認した後、

１１８番通報を行い、Ａ船と共に自力で航行して津久見港へ入港し

た。 

船長Ｂは、双眼鏡で着岸予定の岸壁や津久見港全体の岸壁を見るこ

とに意識を向けている間に、Ａ船が錨泊していることを失念してしま

ったと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、慣れた海域であっても気を緩めず、作動させていたレー

ダー（０.１海里レンジ）画面を見れば良かったと本事故後に思っ

た。 

分析 

 

 

 Ａ船は、津久見港北方沖で船首を北東方に向けて錨泊中、右舷船尾

部にＢ船の右舷船首部が衝突したものと推定される。 

 Ｂ船は、津久見港北方沖を西南西進中、船長Ｂが、船首方で錨泊中

のＡ船を認めた後、双眼鏡で津久見港の岸壁を見ることに意識を向け

ているうちにＡ船の存在を失念し、同じ針路及び速力で航行を続けた

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、津久見港北方沖において、Ａ船が、船首を北東方に向け

て錨泊中、また、Ｂ船が、西南西進中、船長Ｂが、船首方で錨泊中の

Ａ船を認めた後、双眼鏡で津久見港の岸壁を見ることに意識を向けて

いるうちにＡ船の存在を失念し、同じ針路及び速力で航行を続けたた

め、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、錨泊中の場合であっても、当直を行う職員に、適当な間

隔をおいて船内を巡視させるなど、適切かつ有効な当直体制がと

れるよう措置することが望ましい。 

・船長は、双眼鏡で特定の方向のみに意識を向けることなく、レー

ダー画面を見たり、目視で周囲の状況を確認したりするなどし、

常に適切な見張りを行うこと。 


